
住
宅
用
火
災
警
報
器
の

設
置
場
所

●
寝
　
室
…
普
段
就
寝
に
使
用
し
て
い

　
る
す
べ
て
の
部
屋
（
子
ど
も
部
屋
や

　
高
齢
者
の
居
室
な
ど
も
就
寝
に
使
用

　
し
て
い
る
場
合
は
設
置
す
る
）

●
階
　
段
…
寝
室
が
あ
る
階
の
階
段

　
（
一
階
部
分
や
屋
外
階
段
は
除
く
）

●
台
　
所
…
設
置
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん

　
が
火
災
が
発
生
す
る
恐
れ
が
大
き
い

　
の
で
、
で
き
る
だ
け
設
置
し
て
く
だ

　
さ
い

※
こ
の
ほ
か
に
も
、
住
宅
の
条
件
、
規

　
模
に
よ
っ
て
設
置
が
必
要
と
な
る
場

　
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
消
防
本
部
予

　
防
課
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

購
入
時
の
注
意

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
防
災
機
器

販
売
所
や
家
電
販
売
店
・
量
販
店
な
ど

で
購
入
で
き
ま
す
。

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
品
質
を
保
証

す
る
日
本
消
防
検
定
協
会
の
鑑
定
マ
ー

ク
「
Ｎ
Ｓ
マ
ー
ク
」
が
図
の
よ
う
に
付

い
て
い
ま
す
の
で
、
購
入
の
目
安
に
し

て
く
だ
さ
い
。

住
宅
用
火
災
警
報
器
の

悪
質
訪
問
販
売
に
注
意

　
全
国
で
発
生
し
て
い
る
悪
質
な
訪
問

販
売
に
よ
る
住
宅
用
火
災
警
報
器
販
売

は
、
主
に
一
般
家
庭
（
特
に
高
齢
者
の

一
人
暮
ら
し
の
住
宅
）
を
狙
っ
て
巧
妙

な
手
口
で
訪
問
販
売
を
行
い
、
高
額
な

料
金
を
請
求
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　
契
約
を
急
が
せ
る
事
業
者
は
要
注
意

で
す
。
そ
の
場
で
す
ぐ
に
契
約
せ
ず
、

家
族
な
ど
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
悪
質
な
訪
問
販
売
に
よ
っ
て

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
購
入
し
た
場
合

は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
制
度
の
対
象

と
な
り
、
契
約
日
か
ら
８
日
以
内
で
あ

れ
ば
、
契
約
を
解
除
で
き
ま
す
の
で
、

契
約
書
や
領
収
書
は
確
実
に
保
管
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

相
談
・
問
い
合
わ
せ
先

●
市
民
生
活
グ
ル
ー
プ
交
通
防
災
班

　
（
☎
　
１
１
１
１
　
内
線
２
４
１
）

●
島
原
地
域
広
域
市
町
村
圏
組
合
　
消

　
防
本
部
予
防
課
（
☎
　
５
８
５
７
）

　
火
災
か
ら
「
尊
い
生
命
」
を
守
る
た
め
、
消
防
法
が
改
正
さ
れ
、
新

築
住
宅
に
つ
い
て
は
、
平
成
18
年
６
月
１
日
か
ら
住
宅
用
火
災
警
報
器

の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
既
存
の
住
宅
に
つ
い
て
も
平
成
21
年
６
月
１
日
か
ら
島
原
地

域
広
域
市
町
村
圏
組
合
火
災
予
防
条
例
に
基
づ
き
、
住
宅
用
火
災
警
報

器
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
全
国
の
住
宅
火
災
で
死
亡
す
る
半
数
以
上
が
65
歳
以
上
の
高
齢
者
で

そ
の
死
亡
に
至
っ
た
原
因
の
６
割
が
逃
げ
遅
れ
に
よ
る
も
の
と
い
う
結

果
が
出
て
い
ま
す
。
あ
な
た
や
家
族
の
命
を
守
る
住
宅
用
火
災
警
報
器

を
設
置
し
ま
し
ょ
う
。

3　  平成22. 8.

　住宅火災からの逃げ遅れを防ぐため、煙

を感知して火災の発生を警報音または音声

で知らせる煙式の火災警報器のことです。

※耳の不自由な人は、光を発する機器など

　を取り付けることもできます

住宅用火災警報器とは

住宅用火災警報器の設置場所をチェック

購入の際には、 このマークを
目安にしてください

※マークの付いている場所は
　機種により異なります

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
し
ま
し
ょ
う


